
自治基本条例　項目と論点 資料３－１

章 項目 内容 論点等 意義、効果

前文 条例制定の目的や経緯、 ねらい、 条例の理念

この条例で何を目指すのか（ 制定趣旨）
武蔵野市の宣言、 憲章、 長期計画等の記載
武蔵野市らしさについての記載
市民・ 議会・ 市長による制定

条例制定の由来や背景、 自治（ まちづく り ） の方向性や基本原則、 制
定者の決意などを述べたものである。
また、 ①条例制定の由来、 目的を明らかにして、 条例の目指す理想を
分かり やすく 宣言できるこ と 、 ②条例本文と 比べて自由な表現ができ
る点が、 市民の決意表明する場所と してふさわしいこ と から置かれる
こ と が多い。

1 目的 条例制定の目的、 条例の範囲
運営型と するか理念型か
総合型と するか行政型か　 （ 以下は運営型・ 総合型の前提）

この条例が何を目指すものかと いった「 ねらい」 、 条例の「 内容」 を
容易に理解できるための規定である。

2 定義
条例中の用語の意義
例： 市民、 市など

市民の定義
原則と して、 ある用語について、 その意義に広狭があり 、 またいろい
ろに解釈される余地がある場合に置かれる。

3 市政の基本理念
条例の目的を達成するための基本理念
例： 市民主権、 市民参加、 議会と 議員活動など

まちづく り の基本的な考え方
本市ならではの自治のあり 方と は

「 まちをどのよう につく るか」 と いう まちづく り の基本的な考え方を
規定する。

1 市民の知る権利 市の保有する情報を市民が知る権利
自治基本条例（ 仮称） と 情報公開条例と の関係
対象と なる情報
政策形成過程の公開

2 行政の説明責任
市民の権利利益の保護、 処分、 行政指導と 届出に関する手続の公正の
確保と 透明性の向上

説明義務

3 個人情報の保護 個人情報の保護と 自身の情報に対する開示、 訂正、 削除等の権利 自治基本条例（ 仮称） と 個人情報保護条例と の関係

1 市民参加の権利 市民が市政に参加する権利

参加主体
多様な参加の機会
市民参加の方法
市民参加条例の必要性

2 参加機会の保障 市政の基本的事項を定める計画や条例に市民が参加する機会の保障
市民意見の反映のプロセス
異なる市民意見の政策形成過程への反映

3
市民参加の制度
（ 方法）

市民の市政への参加に関する手続その他必要な事項

市民参加のさ らなる促進、 ルール化（ 公募市民委員、 パブリ ッ ク コメ
ント 等）
明文化するこ と による行政運営への影響
意見聴取手続き
意見に対する行政の対応

4 住民投票制度 市の重要課題に関する住民投票
間接民主政治のあり 方
投票の効力
投票率による開票実施の有無

5 協働
市民、 議会、 行政がそれぞれの責任と 役割分担に基づき、 互いの特性
を尊重しながら協力する。

市と 市民と の関係
協働の主体・ 範囲
協働の仕組みづく り

1
近隣自治体と の
連携

行政課題の解決と 市民サービス向上のための近隣自治体と の連携 広域連携のあり 方

2 都と の協力 都と の対等な関係を前提と した協力、 役割分担 自治基本条例（ 仮称） と 地方自治法と の関係

3
その他の自治体
と の協力

その他自治体と の相互交流、 連携、 協力 友好都市の位置づけ

4 国と の協力 国と の対等な関係を前提と した協力、 役割分担 自治基本条例（ 仮称） と 地方自治法と の関係

5 国際交流活動 国際交流の推進と 相互理解 国際交流協会の位置づけ

6
その他の主体と
の協力

企業、 大学等と の協力、 役割分担 その他の主体と の関係

1 長期計画等 長期計画の策定及び進行管理等についての原則
自治基本条例（ 仮称） と 長期計画条例と の関係
長期計画の伝統の条例への反映
進捗状況の評価と 見直し

2 財政運営等 長期計画に基づく 予算編成と 健全な財政運営
財援団体の扱い
財政運営の目標値
市民にどう わかり やすく 示すか

3 法務体制 法務に関する行政の体制の充実 自治基本条例で規定するか（ 市長の所管事項）

4 政策評価 政策の立案、 決定、 実施と 評価と いう 過程の確立と 政策評価の実施
予算編成への反映手法
市民等による外部評価

個人の権利利益（ 知る権利、 個人情報に関する権利など） を保護する
と と もに、 これらの権利利益に基づく 市政への参加を保障し、 もって
人々の理解と 批判のも と に公正で透明な行政を推進する。

行政の政策活動の原則を規定するこ と によって、 分権社会における本
市の自己決定・ 自己責任を明確化するこ と ができる。

多様な主体と の広域的な地域連携の促進や協力体制の構築等により 、
市民サービスの向上が図られ、 効果的かつ効率的な市政運営の実現が
期待される。

３．市民
参加と協
働の推進

市民が市政に参加する権利を担保する。 そして、 重要政策・ 施策・ 事
業計画については、 市民の意思を反映できるよう に保障する。

１．総則

２．情報
の公開と
共有

５．行政
の政策活
動の原則

４．多様
な主体と
の協力



章 項目 内容 論点等 意義、効果

1 行政組織の編成 迅速な行政課題対応に向けた行政組織の整備 自治基本条例で規定するか（ 市長の所管事項）

2 職員政策等
定数適正化計画や外部化
職員能力向上に向けた制度の拡充や人事評価制度

自治基本条例で規定するか（ 市長の所管事項）

3 市民委員会等 市民委員の委嘱、 議事録の公開等会議運営の原則 公開の原則

4 出資団体等
財政援助出資団体の運営体制、 事業展開、 経営状況等の公表や評価状
況

財政援助出資団体の位置づけ

1 議会の情報公開 議会の情報を作成、 公表し市民に対する説明責任
情報公開・ 情報共有
開かれた議会運営と 説明責任

議会は市民の負託を受けた機関であるこ と から 、 その市民に対する説
明責任について明確にするこ と 。

2 議会の市民参加 市民を代表する議会の市民参加の推進 議会と 市民の関係
選挙による負託に限らず、 様々な機会・ 方法による市民参加について
定めるこ と で、 議会の市民代表性について強化を図るこ と 。

3 議会の自由討議 議員間の自由な討議の推進 議会の活性化
議会は言論の府であり 、 あらためて議員間の自由闊達な討論を通して
意思決定が行われるこ と を明確にするこ と 。

4
議会と 市長等と
の関係

文書による照会と 回答、 一問一答方式、 反問権など
二元代表制と しての議会と 市長の役割の明確化
執行部と 議会と の間のルールづく り

二元代表制と しての議会と 市長と の関係性、 本議会おけるに手続の原
則について明確にするこ と 。

5
議員の研修体制
等

議会の構成員である議員が、 研修等を通じて自己の見識を高め、 意思
決定・ 監視のさ らなる充実を図るこ と 。

1 行政手続
市民等の権利利益を保護するための透明・ 公正・ 公平な行政手続きの
確保

自治基本条例（ 仮称） と 行政手続き条例と の関係

2 監査 監査委員による監査 外部監査の必要性

3
オンブズパーソ
ン

オンブズパーソンの必要性

4 政治倫理 議員及び市長の政治倫理の確立、 資産公開
条例化が必要か
自治基本条例（ 仮称） と 政治倫理の確立のための武蔵野市長の資産等
の公開に関する条例と の関係

5 職員倫理 全体の奉仕者と しての職員倫理

6 職員の報告 公益通報者保護法の精神に基づく 職員の内部通報 自治基本条例（ 仮称） と 職員等の公益通報に関する要綱と の関係

1 市民の責務 市政の主権者である市民の責務
市民の責務を規定するか
市民の参加者と しての責任
まちづく り や地域課題の解決の担い手と しての市民

まちづく り における市民の主体的・ 積極的な関わり を担保するために
市民の役割（ 責務） について明確にするこ と 。

2 議員の責務 議員のあるべき姿
意思決定・ 監視機関である議会の構成員である議員の役割・ 責務につ
いて明確にするこ と 。

3 市長の責務 市長の役割・ 位置付け
地方分権時代にあって市長の役割の重要性が増大し、 市長がリ ーダー
シップをと って市政運営を行う こ と が求められており 、 その状況下に
おける市長の役割・ 責務について明確にするこ と 。

4 職員の責務
全体の奉仕者と して、 誠実、 公正かつ効率的な職務遂行
行政課題に的確に対応するため、 知識、 技能等の習得

職員の心構え・ 自覚
職員が行う べきこ と

自治の重要な担当者である職員の心構え・ 取り 組むべき事項について
明確にするこ と 。

1 最高規範性 本条例の最高規範性
自治基本条例（ 仮称） が他の条例に優越すると 位置づけるこ と の是非
（ 執行基準か解釈基準か）

2 見直しの継続 本条例の検証及び見直し手続き 条例の見直し時期を規定するか

3 市民投票手続 見直し手続に他の条例より も重みを持たせるか

平和への寄与
【多治見】

平和に暮らす権利と平和への寄与 自治基本条例（仮称）と平和の日条例との関係

危機管理【多治
見】

災害など不足の事態からの生命・身体・財産を守る義務とそのための
体制整備や訓練

行政改革【三
郷】

行政改革に関する計画の策定と市政運営の質向上

コミュニティの
尊重【三郷】

コミュニティの意義と尊重 自治基本条例（仮称）とコミュニティ構想、コミュニティ条例との関係

条例基本理念の
普及【三郷】

本条例の普及啓発の継続

７．議会と
議員活動
の原則

８．公正と
信頼の確
保

９．市民、
市長、議
員及び職
員の責務

１０．最高
規範性と
見直し手
続等

６．行政
組織と職
員政策

まちづく り の企画・ 実施にあたり 重要な役割を担っている行政、 附属
機関（ 市民委員会等） 、 出資団体等の組織の在り 方等について明確に
するこ と 。

公正な市政運営を確保するため、 行政手続、 監査、 公務員倫理、 内部
通報の制度等について明確にするこ と 。

自治基本条例と 他の条例と の関係を定め、 自治基本条例と の整合性を
図り 、 体系化するこ と 。 効果と して、 体系立った市政運営の実現が図
れる。

その他


